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令 和 元 年 第 ２ 回 蕨 戸 田 衛 生 セ ン タ ー 組 合 議 会 定 例 会 

 

会  期  日  程 

 

自 令和元年６月１２日 

至 令和元年６月２７日 
１６日間 

日程 月 日 曜日 開議時刻 会 議 名 議  事  内  容 

１ ６月12日 水 午前１０時 本 会 議 ○開  会 

○開  議 

○議会運営委員会委員の選任につ 

 いて 

○継続審査に対する委員長報告 

○会議録署名議員の指名 

○会期の決定 

○管理者報告 

○管理者提出議案の一括上程 

○説明、質疑、委員会付託、討論、 

 採決 

○管理者提出議案の説明 

○管理者提出議案に対する質疑 

○管理者提出議案の委員会付託 

   本会議散会後 委 員 会 ○付託事件の審査 

２ ６月13日 木  休 会 午前10時一般質問通告受付締切 

３ ６月14日 金  休 会  

４ ６月15日 土  休 会  

５ ６月16日 日  休 会  

６ ６月17日 月  休 会  

７ ６月18日 火  休 会  

８ ６月19日 水  休 会  



９ ６月20日 木  休 会  

10 ６月21日 金  休 会  

11 ６月22日 土  休 会  

12 ６月23日 日  休 会  

13 ６月24日 月  休 会  

14 ６月25日 火  休 会  

15 ６月26日 水  休 会  

16 ６月27日 木 午前１０時 本 会 議 ○開  議 

○一般質問 

○付託事件に対する委員長報告 

○委員長報告に対する質疑 

○討論、採決 

○閉会中の継続審査事項の委員会 

 付託 

○閉  会 
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蕨戸田組告示第４号 

令和元年６月５日 

 

 令和元年６月１２日、令和元年第２回蕨戸田衛生センター組合議会（定例会）を

蕨戸田衛生センター組合議場に招集する。 

 

 

 

蕨戸田衛生センター組合 

管理者 賴 髙 英 雄 
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応招、不応招議員 

◇応招議員    ２０名 

      １番 みやした奈 美 議員     ２番 大 石 圭 子 議員 

      ３番 前 川 やすえ 議員     ４番 小 林 利 規 議員 

      ５番 高 橋 悦 朗 議員     ６番 大 石 幸 一 議員 

      ７番 山  紀 子 議員     ８番 一 関 和 一 議員 

      ９番 池 上 智 康 議員    １０番 今 井 良 助 議員 

     １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

     １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

     １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

     １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

     １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇不応招議員 なし 



 

 

 

 

 

令 和 元 年 第 ２ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

６ 月 １ ２ 日 （ 水 ） 
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令和元年第２回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１日 

 

令和元年６月１２日（水） 

議事日程 

 １．開  会 

 ２．開  議 

 ３．議会運営委員会委員の選任について 

 ４．継続審査に対する委員長報告 

  ⑴ 議会運営委員会委員長 

 ５．会議録署名議員の指名 

 ６．会期の決定 

 ７．管理者報告 

 ８．管理者提出議案の一括上程 

  ⑴ 議案第 ６号 蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について 

  ⑵ 報告第 １号 専決処分の報告について 

  ⑶ 議案第 ７号 蕨戸田衛生センター組合手数料等条例の一部を改正する条例 

  ⑷ 議案第 ８号 工事請負契約の締結について 

  ⑸ 議案第 ９号 工事請負契約の締結について 

  ⑹ 議案第１０号 工事請負契約の締結について 

  ⑺ 議案第１１号 令和元年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

 ９．管理者提出議案第６号の説明、質疑、委員会付託、討論、採決 

 10．報告第１号及び管理者提出議案第７号から議案第１１号の説明 

 11．報告第１号及び管理者提出議案第７号から議案第１１号に対する質疑 

 12．管理者提出議案第７号から議案第１１号の委員会付託 

 13．散  会 
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令和元年６月１２日（水） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 みやした奈 美 議員     ２番 大 石 圭 子 議員 

   ３番 前 川 やすえ 議員     ４番 小 林 利 規 議員 

   ５番 高 橋 悦 朗 議員     ６番 大 石 幸 一 議員 

   ７番 山  紀 子 議員     ８番 一 関 和 一 議員 

   ９番 池 上 智 康 議員    １０番 今 井 良 助 議員 

  １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

  １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

  １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

  １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 高津戸 健喜 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 田谷 信行 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 榎戸  晃 嘱 託 

渡邉 昌彦 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 次 長 小柴 正樹 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 吉野 博司 嘱 託 

  栗原  誠 嘱 託 

  清水  明 嘱 託 

  東口 俊博 嘱 託 

  重松 浩之 嘱 託 
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令和元年第２回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第１号 

 

令和元年６月１２日（水曜日） 

午前１０時００分開会 

 

◎開会と開議の宣告 

○酒井郁郎議長 ただいまより、令和元年第

２回蕨戸田衛生センター組合議会定例会を

開会いたします。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○酒井郁郎議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員の選任につい

て 

○酒井郁郎議長 最初に、議会運営委員会委

員の選任を行います。 

  議会運営委員会委員の辞職に伴い、現在

委員１名が欠員となっております。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、 

   ３番 前 川 やすえ 議員 

  以上のとおり指名いたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、ただい

ま指名いたしました議員を選任いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 ここで、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１０時０１分休憩 

午前１０時０７分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長の互選結果

の報告 

○酒井郁郎議長 ここで、議会運営委員会委

員長の互選の結果についてご報告申し上げ

ます。 

  議会運営委員会委員長に、 

   ３番 前 川 やすえ 議員 

 が互選されましたので、ご報告申し上げま

す。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会運営委員会委員長報告 

○酒井郁郎議長 次に、議会運営委員会委員

長の報告を求めます。 

  議会運営委員会委員長 ３番 前川やす

え議員。 

〔３番 前川やすえ議員 登壇〕 

○３番 前川やすえ議員 おはようございま

す。 

  令和元年第２回蕨戸田衛生センター組合

定例会に係る議会運営員会を、ただいま開

催いたしました。その決定事項についてご

報告申し上げます。 

  お手元に会期日程案及び議事日程をお配

りしておりますので、ご参照願います。 

  最初に、会期日程でありますが、蕨市、

戸田市の日程並びに提出議案等を勘案し、

本日６月１２日から６月２７日までの１６

日間といたします。 

  一般質問の発言通告は、６月１３日午前

１０時までといたします。質疑の発言通告

は提案説明後、本会議再開時までといたし

ます。 
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  次に、議事日程でありますが、審議の結

果、お配りいたしましたとおりであります

が、議案第６号につきましては人事案件で

ありますので、委員会付託を省略し、先議

する。 

  以上のとおり決定いたしました。 

  以上で、議会運営委員会の報告とさせて

いただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○酒井郁郎議長 次に、会議録署名議員の指

名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第８１条の

規定により、 

   １番  みやした奈 美 議員 

  １１番  竹 内 正 明 議員 

 を指名いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○酒井郁郎議長 次に、会期決定の件を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、ただいまの議会運営

委員会委員長の報告のとおり、本日６月

１２日から６月２７日までの１６日間とい

たしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会の会期は、本日から６

月２７日までの１６日間と決定いたしまし

た。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 ここで、業務常任委員会開

催のため暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１０分休憩 

午前１０時１５分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎業務常任委員会委員長互選結果の

報告 

○酒井郁郎議長 ここで、業務常任委員会委

員長の互選の結果について、ご報告申し上

げます。 

  業務常任委員会委員長に、 

   ３番 前 川 やすえ 議員 

 が互選されましたので、ご報告申し上げま

す。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者報告 

○酒井郁郎議長 次に、管理者の報告を求め

ます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 おはようございます。 

  本日ここに、令和元年第２回蕨戸田衛生

センター組合議会定例会を招集申し上げま

したところ、議員各位におかれましては公

私とも大変お忙しい中ご参集をいただき、

厚く御礼を申し上げます。 

  さて、今定例会でご審議いただく案件は、

人事案１件、報告１件、条例案１件、工事

請負契約案件３件、補正予算案１件の計７

件であります。慎重なるご審議をいただき、

ご議決くださいますようお願い申し上げま

す。 

  それでは、まず初めに私ごとであります

が、管理者就任の挨拶をさせていただきま

す。 

  去る６月２日に執行された蕨市長選挙に

おきまして、４期目の当選をさせていただ
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きました。 

  市長就任後、直ちに組合規約の規定に基

づき、菅原戸田市長と協議した結果、引き

続き、蕨市長である私が管理者に就任いた

しましたことを、ここに、ご報告させてい

ただきます。 

  ごみの処理は、市民生活と密接に関係し

ております。その処理を担う本組合が、蕨、

戸田両市が目指す循環型社会の構築に寄与

する廃棄物行政の拠点となりますよう、誠

心誠意、運営に取り組んでまいりますので、

議員の皆様におかれましては、さらなるご

指導、ご協力を賜りますようお願い申し上

げ、管理者就任の挨拶とさせていただきま

す。 

  それでは、前定例会後の主なる事項につ

いてご報告を申し上げ、ご理解をいただき

たく存じます。 

  最初に、今年度から工事を開始する施設

の延命化対策として行う基幹的設備改良工

事の仮契約について申し上げます。 

  まず、４カ年の継続事業として行う、ご

み焼却施設については４０億６，０８０万

円で、単年度の事業で行う粗大ごみ処理施

設については１億８，３６０万円で、それ

ぞれ荏原環境プラント株式会社と、また、

２カ年の継続事業で行う、し尿処理施設は

２億９，１６０万円で、三機化工建設株式

会社と仮契約を締結いたしました。 

  なお、仮契約までの経過及び国からの交

付金及び起債の手続の状況につきましては、

議案第８号から議案第１０号までの提案理

由でご説明申し上げます。 

  次に、平成３０年度の余剰電力の売り払

いと購入電力料金の削減の状況について申

し上げます。 

  組合では、ごみを焼却した際に発生する

熱の有効利用として発電をし、各施設の運

転に使用しておりますが、日曜日や夜間な

どは各施設の運転が停止することから、余

剰電力が発生いたします。この余剰電力を

荏原環境プラント株式会社に売り払ってお

ります。 

  平成３０年度において売り払った電力量

は１４４万９，８６４キロワットアワーと

なり、これは一般家庭の年間電力消費量の

約４００世帯分となります。 

  また、金額では１，０６１万４，７５９

円となり、前年度と比較すると２０万

７，１０１円の増額となりましたが、今年

度は発電設備の故障により１カ月半ほど発

電ができない状況となりましたので、この

故障がなかった場合、さらに増額となって

おりました。 

  なお、購入分についても、荏原環境プラ

ント株式会社と契約しており、施設の運転

に使用する高圧電力の基本料金を東京電力

からの購入より１０％相当額の割引とした

ことなどにより、６９０万４，０１９円の

削減となりました。 

  売り払い分と購入分を合計いたしますと、

１，７５１万８，７７８円が荏原環境プラ

ント株式会社との電力契約によるメリット

となっております。 

  次に、将来の施設整備の費用に充てる蕨

戸田衛生センター組合施設整備基金につい

て申し上げます。 

  平成３０年度積み立て分の１億円を含め、

１１億４，０２８万７，０００円の運用方

法を検討した結果、５億円を大和ネクスト

銀行に、６億４，０２８万７，０００円を

さいたま農業協同組合に、それぞれ１年も

のの定期預金といたしました。 

  なお、現在の基金積み立ての総額は１１

億４，６２８万７，０８６円となっており

ます。 



 

－8－ 

  次に、平成３０年度のごみの搬入状況に

ついて申し上げます。 

  まず、可燃ごみや粗大ごみなどの年間搬

入量は５万５，３１４トンとなり、前年度

より３３５トン、率にして０．６％の増加

となっております。 

  内訳は、可燃ごみは事業系と合わせ５万

１，７０８トンとなり、前年度より４５１

トン、率にして０．９％の増加となってお

ります。これは、事業系ごみが増加となっ

たことによるものであります。 

  また、粗大ごみ及び不燃ごみは３，３９８

トンで前年度より７７トン、率にして２．２％

の減少となっております。 

  次に、リサイクルプラザに搬入されまし

た資源ごみの搬入量は５，５９７トンとな

り、前年度より６０トン、率にして１．１％

の増加。 

  し尿処理施設への搬入は６，５２７トン

となり、前年度より２３８トン、率で３．５％

の減少となっております。 

  ごみの搬入状況を前年度と比較いたしま

すと、両市の人口は１，３７１人の増加と

なりましたが、家庭から発生するものは減

少となる一方、事業系の可燃ごみが増加と

なったことにより、全体では増加となって

おります。 

  次に、新年度の主なる事項について申し

上げます。 

  まず、回収されました主な資源物売り払

いの４月から６月分までの入札等の状況に

ついて申し上げます。 

  各品目の１キログラム当たりの単価は、

スチール缶３４円３６銭６厘、アルミ缶

１３８円２４銭、ペットボトル４８円６０

銭、雑紙１１円８８銭、粗大ごみなどを破

砕処理し、回収した破砕鉄は２５円３２銭

６厘、ごみを焼却した焼却灰より回収した

焼却鉄は３円７２銭６厘となりました。こ

れを前年度同期と比較いたしますと、ペッ

トボトルは２８．２％の値上がり、雑紙は

同額となりましたが、その他の金属類につ

いては９．１％から８０．４％の値下がり

となっております。 

  次に、主な委託契約について申し上げま

す。 

  まず、焼却施設の排ガス分析、作業環境

測定及び放射性物質濃度などの測定を行う

分析委託については、９社による入札の結

果、東京テクニカル・サービス株式会社埼

玉支店と６２９万８，５６０円で委託契約

を締結いたしました。現在、各種サンプリ

ングを行っておりますので、分析結果が提

出され次第、ご報告申し上げます。 

  次に、ごみ処理施設及び、し尿処理施設

の施設運転管理業務委託については２億

４，８７９万６，３６０円で荏原環境プラ

ント株式会社と、粗大ごみ処理施設等運

転管理業務委託については４，８７５万

３，３６０円で有限会社蕨環境整備センタ

ーと委託契約を締結いたしました。 

  次に、ごみ焼却に伴い発生する焼却灰の

処分でありますが、安定した処理を行うた

め分散して行っております。 

  まず、ばいじんをセメントで固めた固化

灰は、埋立処分が２カ所と新たに今年度よ

り一部を土木資材などとして資源化を開始

いたしました。また、焼却炉の下から排出

される不燃物残渣は、土木資材などとして

２カ所で資源化を行っております。 

  なお、処分先と処分費及び予定数量につ

きましては、まず固化灰の埋立処分は群馬

県草津町に処分場を有する株式会社ウィ

ズ・ウェイスト・ジャパンと運搬費を含め

１トン当たり３万２，６１６円で予定数量

１，８００トン、山形県米沢市に処分場を
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有するジークライト株式会社とは長期継続

契約を締結し、運搬費を含め１トン当たり

３万３，４８０円で予定数量２，０００ト

ン。 

  次に、資源化については今年度より開始

する固化灰は、彩の国資源循環工場のツネ

イシカムテックス株式会社と運搬費を含め

１トン当たり４万２，１２０円で予定数量

４００トン、また同社とは不燃物残渣の資

源化も委託しており、運搬費を含め１トン

当たり２万５，９２０円で予定数量８００

トン、栃木県日光市の渡辺産業株式会社と

は運搬費別で１トン当たり１万９，４４０

円で予定数量１，１００トンの不燃物残渣

の資源化を行うこととしております。 

  以上、埋立処分が３，８００トン、資源

化分が２，３００トン、合計で６，１００

トンを予定しております。 

  なお、処分に当たりましては関係自治体

と締結しております公害防止協定の内容を

順守するとともに、毎年度埋立処分場及び

資源化施設に職員が出向き、適正に処理さ

れていることを確認しております。 

  次に、リサイクルプラザ運転管理業務委

託については１億２，６８２万４，４００

円で戸田リサイクル事業協同組合と、粗大

ごみ再生業務委託については公益社団法人

蕨市シルバー人材センターと５１８万

４，７０８円で委託契約を締結いたしまし

た。 

  次に、リサイクルフラワーセンター運営

委託については、平成２９年度に公募型プ

ロポーザル方式で決定した有限会社ハート

フルフラワーと４，８４４万８，８００円

で委託契約を締結いたしました。 

  次に、主な工事関係の契約について申し

上げます。 

  まず、ごみ処理施設屋上の防水補修工事

については６社による入札の結果、１，２８５

万２，０００円で株式会社東洋と、施設の

運転で使用する工業用水の流量計更新工事

については、４社による入札の結果、４５４

万２，４８０円で愛知時計電機株式会社大

宮営業所とそれぞれ請負契約を締結いたし

ました。 

  次に、各施設の定期補修工事については、

ごみ焼却炉補修工事を初めとする、ごみ焼

却施設関係の５件については、総額を２億

４，１７０万４，０００円とし、荏原環境

プラント株式会社と、またごみ焼却炉の耐

火物補修工事については４社による入札の

結果、１，１８８万円で森井築炉株式会社

と、し尿処理施設補修工事は１，４０４万

円で三機化工建設株式会社と、リサイクル

プラザ補修工事は３，９８５万２，０００

円で極東開発工業株式会社と、それぞれ請

負契約を締結いたしました。 

  契約を行いました各補修工事については、

施設の運転計画に合わせ実施しております。 

  次に、再生家具展示販売の今年度第１回

目の日程について申し上げます。 

  今月の２４日から２９日までの６日間を

入札の受付期間として実施いたします。 

  最後に、蛍の観賞会について申し上げま

す。 

  昨年度の観賞会は幼虫の数が少なく、卵

の採取にも影響があることから、卵の採取

を優先するため中止といたしましたが、今

年度は順調に生育していることから、今月

の２２日の土曜日に開催することといたし

ました。議員の皆様には、ご都合がつけば、

ご観賞いただければと存じます。 

  以上、管理者報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎管理者提出議案の一括上程 

○酒井郁郎議長 これより、管理者提出議案
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の上程に入ります。 

  今議会に提出された議案は人事案１件、

報告１件、条例案１件、契約案件３件及び

予算案１件の計７件であります。 

  件名を書記が朗読いたします。 

〔書記朗読〕 

  議案第 ６号 蕨戸田衛生センター組合 

         監査委員の選任の同意に 

         ついて 

  報告第 １号 専決処分の報告について 

  議案第 ７号 蕨戸田衛生センター組合 

         手数料等条例の一部を改 

         正する条例 

  議案第 ８号 工事請負契約の締結につ 

         いて 

  議案第 ９号 工事請負契約の締結につ 

         いて 

  議案第１０号 工事請負契約の締結につ 

         いて 

  議案第１１号 令和元年度蕨戸田衛生セ 

         ンター組合会計補正予算 

         （第１号） 

○酒井郁郎議長 以上、朗読いたしました管

理者提出議案を一括上程いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第６号の説明、質疑、委員会

付託、討論、採決 

○酒井郁郎議長 これより、議案第６号「蕨

戸田衛生センター組合監査委員の選任の同

意について」を議題とし、先議いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいま上程になりまし

た議案について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  議案第６号「蕨戸田衛生センター組合監

査委員の選任の同意について」であります

が、現在、代表監査委員であります川島善

德氏が、来る６月２０日をもって任期満了

となりますので、引き続き川島善德氏を監

査委員に選任いたしたく、地方自治法第

１９６条第１項の規定に基づき、議会の同

意を求めるものであります。 

  以上で提案理由の説明を終わります。よ

ろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○酒井郁郎議長 お諮りいたします。 

  本案は、質疑を終結し、委員会付託を省

略し、直ちに討論、採決に入りたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、さよう

決定いたしました。 

  討論を終結し、採決に入りたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認め、討論を

終結し、採決いたします。 

  本案は同意することにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は同意することに決定いた

しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１号及び議案第７号から議

案第１１号の説明 

○酒井郁郎議長 次に、報告第１号及び議案

第７号から議案第１１号を一括議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  賴髙管理者。 

〔賴髙英雄管理者 登壇〕 

○賴髙英雄管理者 ただいまは、監査委員の

選任にご同意をいただきまして、まことに

ありがとうございました。 
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  それでは、引き続きまして報告第１号及

び議案第７号から議案第１１号についてご

説明申し上げます。 

  まず、報告第１号「専決処分の報告につ

いて」申し上げます。 

  本件は、去る平成３１年１月２４日に発

生した粗大ごみ処理施設の爆発事故に伴い、

戸田市が粗大ごみの収集を委託している事

業者の車両のフロントガラスに損傷を与え

たことから、その修理費用の損害賠償につ

いて、地方自治法第１８０条第１項の規定

に基づき専決処分を行いましたので、報告

するものであります。 

  損害賠償額１１万９，７７２円は、車両

のフロントガラスの交換費用となります。 

  なお、今回の爆発事故の原因は、本来、

不燃ごみに混入されない中身の入った大量

のスプレー缶が破砕処理されたことにより

発生したものであります。 

  このような事故を未然に防ぐため、蕨市

及び戸田市と連携を取るとともに、組合と

しては搬入されたものを確認する作業をこ

れまで以上に確実に行うなど、対策を講じ

ることといたしました。 

  次に、議案第７号「蕨戸田衛生センター

組合手数料等条例の一部を改正する条例」

について申し上げます。 

  今回の改正は、事業活動に伴って発生し

た一般廃棄物の処分手数料と消費税及び地

方消費税相当分として徴収している率を改

定するものであります。 

  現在、処理に実際にかかる費用が処分手

数料を上回る状況となっていることから、

受益者負担の考えから適正な金額に改定す

るものであります。 

  改定の内容は、現行の１０キログラム当

たり１７０円から３０円引き上げ２００円

とし、消費税及び地方消費税相当分として

徴収している率を１００分の１０８から

１００分の１１０とするものであります。

これにより、１０キログラム当たり１８３

円６０銭から２２０円となります。 

  また、浄化槽汚泥の処分手数料について

は消費税及び地方消費税相当分の率だけの

改定となり、１００キログラム当たり１０８

円から１１０円となります。 

  なお、今回の手数料条例の改正は、本年

１０月１日からの施行としております。 

  次に、議案第８号から議案第１０号の

「工事請負契約の締結について」は関連が

ありますので、あわせて説明いたします。 

  この３件の議案は、ごみ焼却施設、粗大

ごみ処理施設及びし尿処理施設の延命化対

策を行う基幹的設備改良工事の請負契約締

結について、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定に基づき、ご議決をいただくもので

あります。 

  仮契約については、ごみ焼却施設は４０

億６，０８０万円、粗大ごみ処理施設は１

億８，３６０万円で荏原環境プラント株式

会社と、し尿処理施設は２億９，１６０万

円で三機化工建設株式会社とそれぞれ締結

しております。 

  なお、詳細については事務局より説明を

いたしますので、お聞き取りをお願い申し

上げます。 

  次に、議案第１１号「令和元年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」について申し上げます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ

２，７４０万円を増額し、歳入歳出予算を

それぞれ２９億５，１１０万６，０００円

とするもので、歳出予算については第３款

衛生費、第１項清掃費、第２目塵芥処理費

の工事請負費を２，７４０万円増額補正す
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るものであります。 

  これは、平成３１年１月２４日に発生し

た粗大ごみ処理施設の爆発事故に伴い、被

害を受けた設備及び機器類について、平成

３０年度に一部は緊急修繕で対応いたしま

したが、復旧していない設備及び機器類に

ついて、原状回復工事を施工するため、増

額補正をお願いするものであります。 

  工事の内容につきましては、ドア、扉関

係とごみ焼却施設の設備及び機器などとな

っております。参考資料を配付しておりま

すので、設備の内容と補修額についてご確

認いただければと思います。 

  なお、歳入予算につきましては、第５款

繰越金を２，７４０万円増額補正し、充当

させるものであります。 

  以上で提案理由の説明を終わらせていた

だきます。 

○酒井郁郎議長 続いて、詳細説明を求めま

す。 

  増山事務局長。 

〔増山冨美男事務局長 登壇〕 

○増山冨美男事務局長 おはようございます。 

  私からは、議案第８号から議案第１０号

の「工事請負契約の締結について」詳細説

明を申し上げます。 

  それでは、お手元の議案第８、９、１０

号参考資料をご覧願います。 

  この３件の議案は、施設の延命化対策を

目的とした基幹的設備改良工事の契約につ

いて、議会の議決を求めるものであります。 

  議案第８号は、ごみ焼却施設、議案第９

号は粗大ごみ処理施設、議案第１０号は、

し尿処理施設となります。 

  まず、「１、趣旨」でありますが、し尿

処理施設、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理

施設は、平成２９年３月末時点で施設の操

業期間が２５年以上となりました。このた

め、平成２８年度に蕨市、戸田市及び組合

の三者合同で施設整備等検討委員会を立ち

上げ、将来的な対応を検討し、平成２８年

度に廃棄物を適正に処理するための施策や

安定した処理を行うための施設整備計画な

どを定めた「循環型社会形成推進地域計

画」を、さらに平成２９年度には施設を長

期にわたり維持するため、延命化対策や施

設の保全計画を定めた「施設長寿命化総合

計画」を策定いたしました。 

  計画では、基幹的設備の改良を行い、既

に耐用年数に達した主要機器を更新、また

は改造し、施設整備後１０年間は現有施設

を継続使用することが、費用対効果の点か

らも優位であるとの結論となり、今年度よ

り基幹的設備改良工事を施工していくもの

であります。 

  次に、「２、工事計画の概要」について

申し上げます。 

  まず、ごみ焼却施設は４カ年の継続事業

となります。設備項目１の受入供給設備か

ら１２の建築設備までを、それぞれ各年度

で施工していくものであり、主に今年度は

各施設共通の設備、翌令和２年度は３炉あ

る焼却炉のうち２炉を、令和３年度は他の

焼却炉１炉を、最後に令和４年度には残っ

た共通設備の工事を施工していくものであ

ります。予算額は４３億３，９０６万円と

なります。 

  次に、粗大ごみ処理施設は今年度だけの

単年度事業となり、粗大ごみや不燃ごみを

破砕処理する設備本体及び鉄類を回収する

磁選機などの更新を行うもので、予算額は

１億９，８００万円となります。 

  次に、し尿処理施設は２カ年の継続事業

となり、設備項目１の建築設備から７の計

装設備までを、それぞれ各年度で施工する

もので、今年度は主に受入貯留前処理設備
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と電気設備の更新を行い、翌令和２年度に

は主処理設備や脱臭処理設備などの、し尿

処理施設の中心となる設備の更新を行って

まいります。 

  なお、工事内容の詳細につきましては、

それぞれの施設の発注仕様書を配付してお

りますので、ご参照願います。 

  次に、「３、工事期間」についてであり

ますが、ごみ焼却施設は３年９カ月、粗大

ごみ処理施設は９カ月、し尿処理施設は１

年９カ月としております。 

  次に、「４、これまでの経過」でありま

すが、先ほどご説明いたしましたとおり、

平成２８年度に国からの交付金を活用する

ために必要な「循環型社会形成推進地域計

画」を策定し、さらに平成２９年度に「施

設長寿命化総合計画」を策定、そして平成

３０年度には「基本設計」と「生活環境影

響調査」を実施し、これをもとに「発注仕

様書」を策定いたしました。 

  平成３１年第１回定例議会において、平

成３１年度当初予算に今年度実施分の事業

費として１０億９，１６９万５，０００円

を計上し、ご議決いただきました。 

  その後、施工業者を選定するため指名業

者選定委員会を開催し、施設の建設メーカ

ーのメンテナンスを担当し、基幹的設備改

良工事を唯一施工でき、また総合的な施設

能力の保証ができる事業者として、ごみ焼

却施設と粗大ごみ処理施設は荏原環境プラ

ント株式会社に、し尿処理施設は三機化工

建設株式会社に特命にて発注することに決

定いたしました。 

  ２ページをご覧願います。 

  ６から１０までは、第１回目の見積書の

受理から仮契約までの経過となります。 

  荏原環境プラント株式会社と三機化工建

設株式会社の両社に、発注仕様書に基づい

た見積書の提出を通知し、今年の３月２０

日に第１回目の見積書を受理いたしました。

見積額は、当初予算とほぼ同額となってお

りました。 

  この見積書の金額をもとに４月８日、管

理者に交渉予定価格の設定をしていただき、

４月１０日に両社と交渉を行いました。交

渉の結果、消費税等抜きで、ごみ焼却施設

は予算額３９億４，４６０万円に対し３７

億６，０００万円、粗大ごみ処理施設は

予算額１億８，０００万円に対し１億

７，０００万円、し尿処理施設は予算額３

億１，５８０万円に対し２億７，０００万

円で、それぞれ交渉が成立し、４月２２日

に第２回目の見積書を受理し、この金額に

消費税等８％を加え、５月２３日に仮契約

を締結いたしました。 

  消費税等を含めた仮契約の金額は、ごみ

焼却施設が４０億６，０８０万円、粗大ご

み処理施設が１億８，３６０万円、し尿処

理施設が２億９，１６０万円となります。 

  なお、この仮契約額全体を当初予算と

比較いたしますと、２億５，９６３万

２，０００円、率で５．４％の減額となり

ます。 

  次に、「１１、仮契約額の内訳」をご覧

願います。 

  ①から③は、それぞれの施設ごとの国庫

交付金等、起債及び一般財源の事業資金の

内訳となります。 

  ④の「基幹的設備改良工事の全体」をご

覧ください。 

  仮契約額全体を当初予算と比較いたしま

すと、国庫交付金等は２０億７，２８７万

４，０００円となり、１億２，２７６万

６，０００円の減額、起債は２１億５，７６０

万円となり、１億２，０８０万円の減額、

一般財源は３億５５２万６，０００円とな
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り、１，６０６万６，０００円の減額とな

ります。全体では２億５，９６３万２，０００

円の減額となります。 

  次に、「１２、国庫交付金等内示及び起

債の申込状況」について申し上げます。 

  まず、今年度の国庫交付金等の内示及び

決定通知についてでありますが、ごみ焼却

施設については当初、「二酸化炭素排出抑

制対策事業費交付金」でありましたが、今

年度より創設された新たな補助金制度であ

る「廃棄物処理施設を核とした地域循環共

生圏構築促進事業補助金」でお願いしたい

と、埼玉県を通じ環境省から打診がありま

した。 

  この補助金制度は、廃棄物処理施設にお

いて高効率な廃熱利用と大幅な省エネが可

能な設備の導入により得られるエネルギー

を有効活用することで、当該施設を中心と

した自立・分散型の地域エネルギーセンタ

ーを構築するための整備に要する経費の一

部を補助するものであります。 

  今回のごみ焼却施設の設備改良工事が、

この内容に該当し、交付対象設備や補助金

の交付率には変更がなく、またこの事業が

４カ年の継続事業となっているので、次年

度以降の補助金について有利になるとのこ

とでありました。 

  ただし、従前の交付要件では二酸化炭素

の削減が３％でありましたが、この補助金

では５％の削減が必要となっております。

今回の設備改良工事により削減できる二酸

化炭素は６．６％を予定しており、組合と

しては要件を十分クリアできることから、

この補助金での申請を行い、５月１４日付

で補助決定の通知が届いております。 

  また、粗大ごみ処理施設については「二

酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」で申

請し、５月１４日付で、またし尿処理施設

については「循環型社会形成推進交付金」

で申請し、４月２日付でそれぞれ内示の通

知が届いており、補助金、交付金とも当初

予定された金額となっております。 

  地方債の申し込みについては、５月７日

に埼玉県に申請をいたしました。 

  以上で、議案第８号から第１０号までの

詳細説明を終わります。 

○酒井郁郎議長 以上をもって、報告第１号

及び議案第７号から議案第１１号の説明を

終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 質疑通告受付のため、暫時

休憩いたします。 

 

午前１０時４９分休憩 

午前１０時４９分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１号及び議案第７号から議

案第１１号に対する質疑 

○酒井郁郎議長 これより管理者提出議案に

対する質疑に入ります。 

  ただいまのところ質疑の通告はありませ

ん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第７号から議案第１１号の委

員会付託 

○酒井郁郎議長 これより委員会付託に入り

ます。 

  お手元に配付してあります委員会付託一

覧表のとおり、議案第７号から議案第１０
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号については総務常任委員会に、議案第

１１号の各所管事項については総務、業務、

両常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○酒井郁郎議長 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

  次回の本会議は、６月２７日の午前１０

時となります。よろしくご参集をお願いい

たします。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

午前１０時５０分散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



 

 

 

 

 

第 １ 日  ６ 月１２日（水） ○委 員 会 

第 ２ 日  ６ 月１３日（木） ○休  会 

第 ３ 日  ６ 月１４日（金） ○休  会 

第 ４ 日  ６ 月１５日（土） ○休  会 

第 ５ 日  ６ 月１６日（日） ○休  会 

第 ６ 日  ６ 月１７日（月） ○休  会 

第 ７ 日  ６ 月１８日（火） ○休  会 

第 ８ 日  ６ 月１９日（水） ○休  会 

第 ９ 日  ６ 月２０日（木） ○休  会 

第１０日  ６ 月２１日（金） ○休  会 

第１１日  ６ 月２２日（土） ○休  会 

第１２日  ６ 月２３日（日） ○休  会 

第１３日  ６ 月２４日（月） ○休  会 

第１４日  ６ 月２５日（火） ○休  会 

第１５日  ６ 月２６日（水） ○休  会 

 



 

 

 

 

 

令 和 元 年 第 ２ 回 

 

 

 

 

蕨戸田衛生センタ ー組合議会（定例 会） 

 

 

 

 

６ 月 ２ ７ 日 （ 木 ） 
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令和元年第２回蕨戸田衛生センター組合議会定例会 第１６日 

 

令和元年６月２７日（木） 

議事日程 

 １．開  議 

 ２．一般質問 

 ３．付託事件に対する委員長報告 

 ４．委員長報告に対する質疑 

  ⑴ 議案第 ７号 蕨戸田衛生センター組合手数料等条例の一部を改正する条例 

  ⑵ 議案第 ８号 工事請負契約の締結について 

  ⑶ 議案第 ９号 工事請負契約の締結について 

  ⑷ 議案第１０号 工事請負契約の締結について 

  ⑸ 議案第１１号 令和元年度蕨戸田衛生センター組合会計補正予算（第１号） 

 ５．討  論 

 ６．採  決 

 ７．閉会中の継続審査事項の委員会付託 

 ８．閉  会 
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令和元年６月２７日（木） 

◇出席議員 （２０名） 

   １番 みやした奈 美 議員     ２番 大 石 圭 子 議員 

   ３番 前 川 やすえ 議員     ４番 小 林 利 規 議員 

   ５番 高 橋 悦 朗 議員     ６番 大 石 幸 一 議員 

   ７番 山  紀 子 議員     ８番 一 関 和 一 議員 

   ９番 池 上 智 康 議員    １０番 今 井 良 助 議員 

  １１番 竹 内 正 明 議員    １２番 斎 藤 直 子 議員 

  １３番 土 屋 英美子 議員    １４番 花 井 伸 子 議員 

  １５番 酒 井 郁 郎 議員    １６番 三 輪 なお子 議員 

  １７番 榎 本 守 明 議員    １８番 熊 木 照 明 議員 

  １９番 伊 東 秀 浩 議員    ２０番 高 橋 秀 樹 議員 

 

◇欠席議員 （な し） 

 

◇職務のため出席した者 

石塚 千明 書 記 高津戸 健喜 書 記 

 

◇説明のため出席した者 

賴髙 英雄 管 理 者 伊藤 浩一 嘱 託 

菅原 文仁 副 管 理 者 奥田 好是 嘱 託 

須崎 充代 会計管理者 田谷 信行 嘱 託 

増山冨美男 事 務 局 長 榎戸  晃 嘱 託 

渡邉 昌彦 次 長 相馬 一富 嘱 託 

木村 和正 次 長 小柴 正樹 嘱 託 

河野 淳夫 施 設 課 長 吉野 博司 嘱 託 

  栗原  誠 嘱 託 

  清水  明 嘱 託 

  東口 俊博 嘱 託 

  重松 浩之 嘱 託 
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令和元年第２回蕨戸田衛生センター組合議会

定例会会議録第２号 

 

令和元年６月２７日（木曜日） 

午前１０時００分開議 

 

◎開議の宣告 

○酒井郁郎議長 これより、本日の会議を開

きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議事日程の報告 

○酒井郁郎議長 本日の議事日程につきまし

ては、お手元にお配りしたとおりでありま

すので、ご了承願います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○酒井郁郎議長 これより一般質問に入りま

す。 

  一般質問の通告がありませんので、一般

質問を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎付託事件に対する委員長報告 

○酒井郁郎議長 続いて、管理者提出議案を

一括議題といたします。 

  各常任委員長から審査の経過並びに結果

について報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長 １１番 竹内正

明議員。 

〔１１番 竹内正明議員 登壇〕 

○１１番 竹内正明議員 おはようございま

す。 

  それでは、ただいまから総務常任委員長

報告を行います。 

  去る６月１２日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果についてご報告申し

上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、条例

案１件、工事請負契約案３件、予算案１件

の５件であります。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  最初に、議案第７号「蕨戸田衛生センタ

ー組合手数料等条例の一部を改正する条

例」について申し上げます。 

  委員より、ごみの処理に要する経費と、

改正後の手数料の額との差額の状況につい

て、また事業系ごみの増加への対応につい

て質疑があり、事務局より、現在、ごみの

処理に要する経費が２２０円を超えるよう

な状況となっており、改正後の手数料の額

は消費税相当分を含めて、この処理経費に

対応した額となっている。また、事業系ご

みの増加については、紙ごみだけで集める

ことができれば、資源化が可能となり、処

分経費を低減できるため、事業者に対して

アドバイスを行っているとの説明がありま

した。 

  また、委員より、手数料の値上げにより

家庭ごみに事業系ごみが混入される可能性

と対策について質疑があり、事務局より、

少量の事業系ごみを家庭ごみに混ぜて出さ

れる可能性はあるが、事業系ごみについて

は指定袋を導入しており、他市や家庭ごみ

が事業系ごみに混入することを防ぐこと、

またごみの減量化を目的としているので、

引き続き推進していくとの説明がありまし

た。 

  他の委員より、ごみの処理に要する経費

の具体的な額、またその推移について説明

を求める質疑があり、事務局より、平成

２１年度から平成３０年度まで経費は年々

増加しており、その具体的な額について説

明がありました。 

  他の委員より、改正後の条文の表記につ

いて、消費税等の税率改定の都度、条例改
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正を行うことになるが、条例の表記の方法

によっては、条例改正の必要がなくなるの

ではないかとの質疑があり、事務局より、

条文の表記としては、消費税として明記し

ているわけではないが、考え方としては消

費税相当分になっている。表記の仕方につ

いては、今後の課題としたいとの説明があ

りました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第８号「工事請負契約の締結

について」について申し上げます。 

  委員より、財源について国庫補助金、起

債及び一般財源となっているが、この内訳

の積算根拠について、また戸田市と蕨市の

負担割合について質疑があり、事務局より、

仮契約額に対する財源の内訳として、国庫

補助金については工事のうち対象となる部

分について５０％の額、起債については国

庫補助金の対象となる部分については

９０％、対象外となる部分については

７０％ほどの額となり、それ以外の部分に

ついては一般財源となっている。また、戸

田市と蕨市の負担割合については、今年度

施工分の起債については今年度の分担割合

を適用して償還していくとの説明がありま

した。 

  また、委員より、起債残高の状況と起債

の詳細について説明を求める質疑があり、

事務局より、起債については財務省からの

借り入れを予定している。据え置き期間を

含め１０年償還となっており、各年度につ

いて借り入れを行い、償還していくため、

令和４年度に工事完了してから２年後に、

全体の償還額が最も多くなる。起債の残高

については、令和２年度に前回の延命化の

起債の償還が完了し、令和３年度から今回

の起債の償還が始まるとの説明がありまし

た。 

  他の委員より、請負業者の決定に当たっ

て、指名業者選定委員会が開催されている

が、指名に至る経過などについて説明を求

める質疑があり、事務局より、今回の工事

を施工できる業者は、施設の建設事業者の

メンテナンスを担当している、ごみ焼却施

設では荏原環境プラント株式会社、し尿処

理施設については三機化工建設株式会社だ

けが施工可能であるとして委員会に諮り、

決定に至ったとの説明がありました。 

  他の委員より、今回の延命化工事の際に、

焼却炉が使えなくなる期間があると考えら

れるが、その間の処理は問題なく可能であ

るかとの質疑があり、事務局より、今年度

については３週間にわたって焼却施設が停

止する間、事業系ごみは組合で受け入れる

が、家庭ごみについては川口市、さいたま

市、朝霞市、和光市の施設で処理すること

になる。来年度以降についても、組合の施

設で処理し切れない期間については、それ

ぞれの市の施設で処理することについて、

各市の了解を得ているため、問題はないと

の説明がありました。 

  他の委員より、契約に至るまでの交渉の

経過について確認を求める質疑があり、事

務局より、契約額の交渉について、いずれ

の請負契約についても、まず当初予算額に

ついては平成３０年度に基本設計等を受託

したコンサルティング会社が複数のプラン

トメーカーに見積もりを依頼し、それに応

じたメーカーの見積もり額を第三者の立場

から精査した額となっている。今年度分の

工事について、指名した業者に見積もりを

依頼したところ、当初予算額と同額または

若干少ない金額での見積書が提出された。
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組合としては、さらなる値引きが可能と判

断し、最低限の目標金額として管理者によ

る交渉予定価格を設定し、業者と交渉を行

い、その結果、交渉が成立し、改めて見積

書を提出させ、その額に消費税８％を加え

た額を仮契約額として決定するに至ったと

の説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第９号「工事請負契約の締結

について」について申し上げます。 

  委員より、今回の工事について、最新技

術の導入状況、また他団体の処理施設の状

況を確認したかとの質疑があり、事務局よ

り、今回の工事については既に設置されて

いる設備を工事終了後、１０年使えるよう

にする目的で行うため、他団体の処理施設

の状況については確認を行っていない。最

新技術については、特に電力使用量の低減

を図るため、原動機について低負荷のもの

を導入することとなっているとの説明があ

りました。 

  また、委員より、最少の経費で最大の効

果を上げるためにも、組合として他団体の

状況や最新技術の動向について、今後研究

を行ってほしいとの要望がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  次に、議案第１０号「工事請負契約の締

結について」について申し上げます。 

  質疑、討論はなく、採決の結果、全員異

議なく、本案は原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

  次に、議案第１１号「令和元年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」中、当委員会所管事項について申し

上げます。 

  委員より、粗大ごみ処理施設の復旧工事

の対象箇所と、基幹的設備改良工事の対象

箇所とで重複する部分はあるかとの質疑が

あり、事務局より、重複する箇所はないと

の説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、

討論はなく、採決の結果、議案第１１号中、

当委員会所管事項について、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  以上をもちまして、総務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○酒井郁郎議長 続きまして、業務常任委員

会委員長 ３番 前川やすえ議員。 

〔３番 前川やすえ議員 登壇〕 

○３番 前川やすえ議員 ただいまから業務

常任委員長報告を行います。 

  去る６月１２日の本会議において、当委

員会に付託されました案件について、その

審査の経過概要と結果について、ご報告申

し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、予算

案１件であります。 

  審査に当たりましては、説明を省略し、

直ちに質疑に入りました。 

  議案第１１号「令和元年度蕨戸田衛生セ

ンター組合会計補正予算（第１号）」中、

当委員会所管事項の歳出の部、第３款衛生

費について申し上げます。 

  委員より、粗大ごみ処理施設における爆

発事故の原因は、不燃ごみの中に混入され

てはいけない、中身が大量に入ったスプレ

ー缶が入っていたことによるものとの説明

があったが、粗大ごみ処理施設ではこのよ
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うな危険物の分別はどのように行い、何名

で実施しているのかとの質疑があり、事務

局より、危険物の分別は一度、不燃ごみを

パッカー車から破砕機のホッパーの前に降

ろし、その中から委託作業員が手選別によ

りピックアップしている。今回の爆発事故

の大きな原因は、そのときに危険物を見つ

けられなかったことである。粗大ごみ処理

施設には通常、８名の職員が勤務しており、

分別作業を４名で行っているとの説明があ

りました。 

  また、委員より、１０年くらい前にも大

きな爆発事故があったと記憶している。こ

の間は、このような爆発事故はなかったと

いうことだが、今回の爆発事故により搬入

車両のフロントガラスや搬入扉にも損傷が

あったが、人的被害はなかったのかとの質

疑があり、事務局より、人的被害について

は破砕機の近くにいた作業員１名が爆風に

より、左側のほほに軽いやけどを負ったが、

重篤なものはなかったとの説明がありまし

た。 

  さらに、委員より、今後の対策について

どのようなことを考えているのかとの質疑

があり、事務局より、対策については委託

業者にピックアップの徹底を再度お願いし

ているとの説明がありました。 

  さらに、委員より、人員を増やす考えは

ないのかとの質疑があり、事務局より、人

員は従来どおりの人数でやっていく予定で

あるとの説明がありました。 

  さらに、委員より、作業員については、

同様の方たちで実施していくのかとの質疑

があり、事務局より、ローテーションを組

みながら８名で破砕機の運転や分別などの

作業を、月ごとに交代しながら実施してい

くとの説明がありました。 

  さらに、委員より、こうした大きな爆発

事故等が再度起きないよう、徹底した管理、

運営をお願いしたいとの要望がありました。 

  他の委員より、事故の防止には市民の皆

さんに分別をしっかりやっていただくこと

が一番大事なことだと思うが、蕨市、戸田

市、両市の市民には爆発事故について公表

していると思うが、分別の徹底等について

ケーブルテレビや回覧板などで市民に周知

を徹底したほうがいいのではないかとの質

疑があり、事務局より、事故直後に、蕨市、

戸田市、両市には事故の報告をしている。

両市のホームページで、ガスボンベなどの

廃棄を含め、全体のごみの捨て方について

お知らせをしている。組合においても、今

回の爆発事故についてホームページで写真

つきで掲載している。今後も、引き続き両

市の協力を得ながら、徹底して事故のない

ような運営に努めていきたいとの説明があ

りました。 

  また、委員より、事故直後の素早い対応

は理解したが、啓発の中身について、事故

の内容をもう少し載せるなど、工夫をする

ことを検討していただきたいとの要望があ

りました。 

  他の委員より、爆発事故の原因となった

スプレー缶は、個人または企業のものなの

か。また、爆発事故の経過の詳細説明を求

める質疑があり、事務局より、爆発事故の

原因となったスプレー缶は、市民から出さ

れたものであり、本来、不燃ごみとして出

されるものではない。収集された不燃ごみ

は、破砕機のホッパーの前に降ろされ、危

険物をピックアップしているが、ここに車

両が続けてきた場合、降ろす場所がなくな

ってしまうため、次の車両の受け入れのた

め、ホッパーに押し込むこととなってしま

うとの説明がありました。 

  以上で質疑を終結し、討論、採決に入り、
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討論はなく、採決の結果、全員異議なく、

本案は原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

  以上をもちまして、業務常任委員会に付

託を受けました案件についてのご報告を終

わります。 

○酒井郁郎議長 以上をもって、各委員長の

報告は終わりました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 委員長報告に対する質疑通

告受け付けのため、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１７分休憩 

午前１０時１７分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎委員長報告に対する質疑 

○酒井郁郎議長 これより各委員長報告に対

する質疑に入ります。 

  ただいまのところ、質疑の通告はありま

せん。 

  よって、質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終結いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休憩の宣告 

○酒井郁郎議長 討論通告受け付けのため、

暫時休憩いたします。 

 

午前１０時１８分休憩 

午前１０時１８分再開 

 

◎再開の宣告 

○酒井郁郎議長 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎討論、採決 

○議案第７号から議案第１１号の

採決－可決 

○酒井郁郎議長 これより討論、採決に入り

ます。 

  議案第７号「蕨戸田衛生センター組合手

数料等条例の一部を改正する条例」につい

て、討論の通告がありませんので、討論を

終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第８号「工事請負契約の締結

について」について、討論の通告がありま

せんので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第９号「工事請負契約の締結

について」について、討論の通告がありま

せんので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する
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ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第１０号「工事請負契約の締

結について」について、討論の通告があり

ませんので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する委員長の報告は、原案可決

であります。 

  本案を、委員長の報告のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は委員長の報告のとおり原

案を可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第１１号「令和元年度蕨戸田

衛生センター組合会計補正予算（第１

号）」について、討論の通告がありません

ので、討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案に関する各委員長の報告は、原案可

決であります。 

  本案を、各委員長の報告のとおり決定す

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本案は各委員長の報告のとおり

原案を可決することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会中の継続審査事項の委員会付

託 

○酒井郁郎議長 次に、議会運営委員会委員

長から会議規則第１０４条の規定により、

お手元に配付の閉会中継続審査事項表のと

おり、閉会中の継続審査の申し出がありま

す。 

  お諮りいたします。 

  本件は申し出のとおり、閉会中の継続審

査に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○酒井郁郎議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり閉会中の

継続審査に付することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎閉会の宣告 

○酒井郁郎議長 以上をもちまして、本定例

会の日程は全部終了いたしました。 

  これをもって、令和元年第２回蕨戸田衛

生センター組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

  お疲れさまでした。 

午前１０時２２分閉会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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